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(57)【要約】
【解決手段】　心臓リード線のような植え込まれた構造
物を、患者の身体血管内の閉塞物から摘出するための細
長いシース部材と係合される先端チップ。該先端チップ
は、近位端と、遠位端と、それらの間を貫通している通
路とを有する。該近位端はシース部材の遠位端と係合可
能とされている。通路は、埋め込まれた構造物の通路と
整合され、該構造物を受け入れるサイズとされる。前記
先端チップ本体の遠位端は、前端縁に向かってテーパの
つけられた部分を有する。遠位端の外側表面には１つの
分離器要素が設けられる。該分離器要素は、先端チップ
が植え込まれた構造物を越えて進められるときに、閉塞
物を切断しないで分離するように作られている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　植え込まれた構造物を、患者の身体血管内の閉塞物から摘出するため、近位端と、遠位
端と、それらの間を少なくとも実質的に貫通して伸張している通路とを有する細長いシー
ス部材と係合される先端チップにおいて、
　近位端と、遠位端と、それらの間を貫通している通路とを有する先端チップ本体であっ
て、前記近位端は前記シース部材の遠位端と係合可能とされており、前記それぞれの通路
は、前記埋め込まれた構造物を受け入れるサイズとされ相互に整合されており、前記先端
チップ本体の遠位端は、前端縁に向かってテーパのつけられた部分と、該遠位端の外側表
面に沿って配置された１つの分離器要素を含んでおり、該分離器要素は、前記外側表面に
沿ったテーパのつけられた部分の少なくとも前記前端縁の近くに配置され、当該先端チッ
プが前記植え込まれた構造物を越えて進められるときに前記前記閉塞物を分離するように
作られている、先端チップ本体を備えている先端チップ。
【請求項２】
　前記分離器要素は、前記先端チップ本体の少なくとも前記外側表面に沿って配置された
螺旋構造体を備えている、請求項１に記載の先端チップ。
【請求項３】
　前記分離器要素は、前記先端チップ本体の前記外側表面に沿って配置された複数の螺旋
体を備えている、請求項２に記載の先端チップ。
【請求項４】
　前記螺旋体の少なくとも１つは、その長さ方向で非連続的にされており、前記テーパの
つけられた部分の近くに配置されている請求項３に記載の先端チップ。
【請求項５】
　前記先端チップ本体は小径の近位端と大径の遠位端とを有しており、小径の近位端は、
前記シース部材の内面に係合されるようなサイズと形状にされている請求項１に記載の先
端チップ。
【請求項６】
　前記先端チップの小径の近位端が、前記シース部材の遠位端の前記内側表面に係合させ
るようにされた取付部材を有しており、該取付部材は前記先端チップ本体の外表面に沿っ
て間隔をあけて設けられた複数のリングを含み、該リングは前記先端チップの前記遠位端
の方向において幅が増加するような順に並べられている請求項５に記載の先端チップ。
【請求項７】
　前記リングの少なくとも１つは、前記シース部材と係合して前記先端チップの回転を阻
止するための切れ目部分を含んでいる、請求項６に記載の先端チップ。
【請求項８】
　植え込まれた細長い構造物を身体血管内の閉塞物から取り出すための装置において、
　植え込まれた細長い構造物を受け入れるサイズとされたルーメンを有し、血管内の埋め
込まれた細長い構造物を追跡するのに十分な可撓性を有する細長いシース部材と、
　該細長いシース部材の遠位端に取り付けられた先端チップであって、外周面と該外周面
の少なくともの一部に配置された少なくとも１つの分離器エレメントとを有し、前記閉塞
物と非切断係合するようにされた前端縁を有し、前記埋め込まれた細長い構造物を越えて
前記閉塞物内へ前記シース部材が前進されることによって前記少なくとも１つの分離器エ
レメントが前記閉塞物を前記埋め込まれた細長い構造物から、前方の切断作用なしに、横
に押し出し分離するようになされている先端チップと
　を有する装置。
【請求項９】
　前記前端縁が略丸くされ、前記先端チップが該前端縁に向けてテーパのつけられた部分
を有し、前記分離器エレメントは該前端縁から離されている請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記分離器エレメントが、当該先端チップの外周面に沿って配置された１以上の螺旋構
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造体を有している請求項８に記載の装置。
【請求項１１】
　少なくとも１つの前記螺旋構造体がその長さ方向で非連続的に形成されている請求項１
０に記載の装置。
【請求項１２】
　更に、前記シース部材の回転方向及び軸線方向動きの少なくとも一方を行うために前記
細長いシース部材と作用的に係合している駆動部材を有する請求項８に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概括的には、医療技術で使用される装置に関する。より具体的には、本発明
は、植え込まれた電気ペースメーカー又は除細動器の様な、植え込まれた細長い構造物を
、それを取り囲んでいる生体組織から分離するための装置と共に使用する先端チップ部に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　様々な医療処置及び外科的方法が、ヒト又は家畜の患者の身体に細長い構造物を植え込
むことを伴っている。その様な細長い構造物の例としては、カテーテル、シース、及び心
臓電気リード線（ペースメーカーリード線及び除細動器リード線）、並びにその他各種装
置が挙げられる。時間が経過すると、植え込まれた細長い構造物を患者の身体から取り出
すことが必要に又は望ましくなる。しかしながら、細長い構造物が長期間植え込まれてい
た場合、それを包み込む生体組織がこの細長い構造物の周りに増殖し、構造物を包み込ん
でいる組織から取り出すのが難しくなる恐れがある。
【０００３】
　心臓ペースメーカーは、通常、患者の胸壁の皮下組織嚢に植え込まれる。ペースメーカ
ーリード線は、ペースメーカーから静脈を通って患者の心臓の室の中に伸びている。ペー
スメーカーリード線は、普通は、ペースメーカーと心臓の間に（刺激及び／又は感知信号
の様な）電気信号を伝えるための、電気ワイヤコイルの様な導体を含んでいる。除細動器
のリード線は、ペースメーカーリード線と概ね同じであり、心臓の周りに配置される。除
細動器リード線は、心臓の内部又は外部の何れかに貼り付けられる。
【０００４】
　リード線の中には、中空の内側通路がワイヤコイル又はコイルの全長に亘って伸びてい
る、１つ又は複数の同軸又は横螺旋ワイヤコイルを含んでいるものがある。他にも、中空
の内側通路の無いケーブルで作られているリード線もある。ワイヤコイルは、可撓性を有
するチューブ、シース、又は被覆の様な電気的に絶縁された材料に囲まれている。絶縁材
料は、一般的に、シリコン又はポリウレタンで作られ、ワイヤコイルを体液から保護する
と同時にワイヤコイルを互いから隔離する役目を果たす。
【０００５】
　心臓の電気リード線は、通常、耐用年数が何年もあるが、時間経過と共に、その様なリ
ード線は、繊維性組織に包み込まれて心臓自体又は静脈の壁に押し付けられるか又は他の
周辺組織に押し付けられる。そのような包み込みは、特に、血流速度が遅い領域に見受け
られる。該繊維性組織は非常に強靭であるため、リード線を心臓のこの領域から、傷を付
けずに取り出すのは難しい。ペースメーカーリード線が直径の小さい静脈に通されており
、この静脈が繊維性組織で塞がれてしまった場合、リード線を静脈から分離しようとすれ
ば、予想される静脈の切開又は穿孔を含め、静脈に深刻な傷を生じる恐れがある。その様
な場合、リード線を静脈から分離することは、大抵、リード線の動きを拘束し又は抑制す
ること無しには、即ちリード線を患者、特に患者の静脈、に関して正しい位置に固定する
こと無しには不可能である。
【０００６】
　上記及び他の予想される合併症を回避するために、ペースメーカー又は除細動器を取り
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出しまたは交換する場合、或る種の不要になったペースメーカー又は他のリード線は、単
に患者体内に留置される。しかしながら、その様にすると、検知されないリード線血栓症
の危険が生じる恐れがあり、その結果、脳卒中、心臓発作、又は肺動脈塞栓症を発症しか
ねない。その様にすると、複数のリード線が、それらが通過している心臓弁に制約を課す
ために、心臓機能を損なう恐れもある。
【０００７】
　不要なリード線を取り出すのが望ましいという理由は他にもある。例えば、静脈中に余
りに多くのリード線が配置されていると、静脈は、静脈を通って流れる流体の流れがひど
く危うくなる程度にまで詰まってしまう恐れがある。また、多数のリード線は、互いに適
合性が無く、そのためにペーシング又は除細動機能が妨げられることも考えられる。無効
なリード線は、隣接する第２のリード線の導入時に移動して、機械的に心室性不整脈を引
き起こす恐れがある。他の生命を脅かす可能性のある合併症も、やはりリード線の取り出
しを必要とすることになる。例えば、敗血症又は心内膜炎の様な病状を回避するには、感
染したペースメーカーリード線を取り出すのが望ましい。
【０００８】
　この様な状況で心臓リード線を外科的に取り出すことには、しばしば心臓切開手術が関
与する。しかしながら、心臓切開手術は、患者に対する多大な危険と費用、並びに予期せ
ぬ合併症の可能性が伴う。心臓リード線を取り出すための心臓切開手術に代わるものとし
て、様々な方法及び装置が考案されている。それら方法と装置の内の幾つかは、中でも、
米国特許第５，６９７，９３６号「生体組織に植え込まれた細長い構造物を取り出すため
の装置」、米国特許第５，５０７，７５１号「局所的に可撓性を有する拡張器シース」、
米国特許第５，６３２，７４９号「生体組織に植え込まれた細長い構造物を取り出すため
の装置」、米国特許第５，２０７，６８３号「生体組織に植え込まれた細長い構造物を取
り出すための装置」、米国特許第４，９４３，２８９号「生体組織に植え込まれた細長い
構造物を取り出すための装置」、米国特許第５，０１１，４８２号「生体組織に植え込ま
れた細長い構造物を取り出すための装置」、米国特許第５，０１３，３１０号「植え込ま
れたペースメーカーリード線を取り出すための方法と装置」、米国特許第４，９８８，３
４７号「コイル状構造物を生体組織から分離するための方法と装置」、米国特許第５，４
２３，８０６号「植え込まれた物体用のレーザー摘出器」、米国特許第６，４１９，９７
４号「無線周波数拡張器シース」、米国特許第６，６８７，５４８号及び同第６，７１２
，８２６号、共に「生体組織に植え込まれた細長い構造体を取り出すための装置」の様な
関連特許に記載されている。上記各特許を、ここで完全に記述されているかの如く、参考
文献として援用する。
【０００９】
　上記特許の殆どには、ペースメーカーリード線の様な植え込まれた構造物を取り出すの
に使用される、手動による、又は機械的な、装置が記載されている。他のものには、レー
ザー摘出及び無線周波数摘出の様な、より新しい非機械的技法が記載されている。それら
のより新たな技法は、植え込まれたリード線を取り囲んでいる繊維質の量及び／増殖した
繊維質の配置によって、手作業により摘出することが困難か不可能になった多くの症例で
効果を発揮している。医師が重度の増殖を切除できるようにするために無線周波数摘出を
使用する効果的な装置の一例として、ペンシルベニア州リーチバーグのＣｏｏｋ　Ｖａｓ
ｃｕｌａｒ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ社から入手可能なＰＥＲＦＥＣＴＡ（登録商標）
電子外科用切開シースがある。ＰＥＲＦＥＣＴＡシースは、シースの遠位端に設置されて
いる双極電極の間の間欠的不連続ＲＦ切開用アークを使用している。このシースは、医師
が、指示された精度で、経静脈リード線をその繊維質の結合付着状態から分離することが
できるようにしている。
【００１０】
　先行技術による装置は、多くの状況でかなり有効であることが分かっているが、医師ら
は、既存の摘出装置では不満足な又は不安定な結果になる特別に困難な状況に今もって遭
遇している。植え込まれたリード線の摘出を難しくしている要因が多様化しているせいで
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、或る事例に有効な技法が、別の事例で同様に首尾よい結果をもたらすというものでもな
い。例えば、手動装置には、通常、単一の又は伸縮式の可撓性のシースが設けられている
。その様なシースは、一般的にポリマーで形成されており、シースが血管の蛇行した経路
を縦走できるようにする可撓性を有している。しかしながら、その様なシースには、植え
込まれたリード線の周りの頑強な組織増殖部及び石灰沈着部を突っ切るのに十分な強度が
ない。レーザー及び無線周波数装置は、金属性のシースを使用するのが普通である。その
様なシースは、シースが繊維質増殖部を突っ切ることを可能にする相当の強度を提供する
。しかしながら、増殖部の中には金属製のシースに耐えるものもあり、更に、それらのシ
ースは、蛇行した経路を巧みに進ませるのに望ましい可撓性を欠いている。
【００１１】
　植え込まれたリード線を血管から取り出すのに効果的なリード線摘出装置であって、操
作が簡単であり、且つ既存の装置を使ったその様な手術の際に遭遇し得る障害の多くを克
服できるだけの多能性を有している装置を提供することが望まれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】米国特許第５，６９７，９３６号
【特許文献２】米国特許第５，５０７，７５１号
【特許文献３】米国特許第５，６３２，７４９号
【特許文献４】米国特許第５，２０７，６８３号
【特許文献５】米国特許第４，９４３，２８９号
【特許文献６】米国特許第５，０１１，４８２号
【特許文献７】米国特許第５，０１３，３１０号
【特許文献８】米国特許第４，９８８，３４７号
【特許文献９】米国特許第５，４２３，８０６号
【特許文献１０】米国特許第６，４１９，９７４
【特許文献１１】米国特許第６，６８７，５４８号
【特許文献１２】米国特許第６，７１２，８２６号
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、先行技術の摘出装置を解決しようとするものである。その１つの形態では、
本発明は、植え込まれた構造物を、患者の身体血管内の閉塞物から摘出するための細長い
シース部材と係合される先端チップを提供する。該先端チップは、近位端と、遠位端と、
それらの間を貫通している通路とを有する。該近位端はシース部材の遠位端と係合可能と
されている。通路は、埋め込まれた構造物の通路と整合され、該構造物を受け入れるよう
にされる。前記先端チップ本体の遠位端は、前端縁に向かってテーパのつけられた部分を
有する。遠位端の外側表面には１つの分離器要素が設けられる。該分離器要素は、先端チ
ップが植え込まれた構造物を越えて進められるときに、閉塞物を切断しないで分離するよ
うに作られている。
【００１４】
　他の形態では、本発明は、植え込まれた細長い構造物を身体血管内の閉塞物から取り出
すための装置を提供する。この装置は、植え込まれた細長い構造物を受け入れるサイズと
されたルーメンを有し、血管内の埋め込まれた細長い構造物を追跡するのに十分な可撓性
を有する。先端チップが、該細長いシース部材の遠位端に取り付けられ、この先端チップ
は、外周面と該外周面の少なくともの一部に配置された少なくとも１つの分離器エレメン
トとを有する。この先端チップは、前記閉塞物と非切断係合するようにされた前端縁を有
し、前記シース部材が前記埋め込まれた細長い構造物を越えて前記閉塞物内へ前進される
ことによって、上記少なくとも１つの分離器エレメントが前記閉塞物を前記埋め込まれた
細長い構造物から、前方の切断作用なしに、横に押し出し分離するようになされている。



(6) JP 2010-540175 A 2010.12.24

10

20

30

40

50

該先端チップによる血管壁や埋め込まれた構造物との接触は実質的に無傷性とされる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明のリード線摘出装置の１つの実施形態の斜視図である。
【図２】図１のリード線摘出装置のハンドルの斜視図であり、ハンドルの内部構成要素を
示すために外壁の一部を取り外して示している。
【図３】リード線摘出装置のハンドルから取り外された変換装置の図である。
【図４】組み立て前のリード線摘出装置のハンドルとシースを示している図である。
【図５】電源装置を含んでいるリード線摘出装置の実施形態の反対側の図である。
【図６】本発明によるリード線摘出装置の別の実施形態の斜視図である。
【図７】図６のリード線摘出装置の長手方向断面図である。
【図８】図７に示す装置の一部の拡大図であり、シースアセンブリとハンドルの接合を示
している。
【図９】図１０の９－９線に沿うシースアセンブリの拡大断面図である。
【図１０】図６のリード線摘出装置のシースアセンブリ部分の拡大側面図である。
【図１１】シースアセンブリの側面図であり、切削先端チップを示すために一部を破断し
て示している。
【図１２】図１１の１２－１２線に沿う部分断面図であり、切削先端チップを示すと共に
ハンドルの鼻部分も示している。
【図１３】本発明によるリード線摘出装置の別の実施形態の側面図である。
【図１４】図１３の１４－１４線に沿う断面図である。
【図１５】図１３のリード線摘出装置の断面図であり、ストライカが後退位置にある状態
を示している。
【図１６】図１３のリード線摘出装置の斜視図であり、装置内部の動作機構を示すために
幾つかの部分を破断して示している。
【図１７】図１３のリード線摘出装置の分解図である。
【図１８】リード線摘出装置の遠位側先端チップの１つの実施形態の斜視図である。
【図１９】リード線摘出装置の遠位側先端チップの別の実施形態の斜視図である。
【図２０】リード線摘出装置の遠位側先端チップの別の実施形態の斜視図である。
【図２１】リード線摘出装置の遠位側先端チップの別の実施形態の斜視図である。
【図２２】リード線摘出装置の遠位側先端チップの別の実施形態の斜視図である。
【図２３】リード線摘出装置の遠位側先端チップの別の実施形態の斜視図である。
【図２４】リード線摘出装置の遠位側先端チップの別の実施形態の斜視図である。
【図２５】リード線摘出装置の遠位側先端チップの別の実施形態の斜視図である。
【図２６】リード線摘出装置の遠位側先端チップの別の実施形態の斜視図である。
【図２７】図１８の先端チップの変形例を示すための他の実施形態を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明の原理の理解を促すために、これより図に示している各実施形態を参照してゆく
が、同様のものの説明に際して特定の言語を使用する。しかしながら、これによって本発
明の範囲を限定する意図はないものと理解頂きたく、図示している装置に対する変更や更
なる修正、及びここに示す本発明の原理のこの他の応用は、本発明が関連する分野の当業
者であれば普通に想起されるものと考えている。
【００１７】
　本発明は、以前より患者に植え込まれている細長い構造物を摘出するための摘出装置に
関する。本発明は、更に、摘出装置と共に使用される先端チップに関する。以下説明にお
いて、「近位の」及び「遠位の」という用語は、装置の互いに反対側の軸端並びに装置の
各種構成要素の造形の軸方向の各端部を記述するのに使用するものである。「近位の」と
いう用語は、従来の意味で、装置の使用時に操作者に最も近い装置（又はその構成要素）
の端部を指すのに使用する。「遠位の」という用語は、従来の意味で、装置の使用時に操
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作者から最も離れた位置にある、又は最初に患者に導入される装置（又はその構成要素）
の端部を指すのに使用する。
【００１８】
　取り出す標的となる植え込まれた、細長い構造物には、心臓リード線が含まれる。心臓
リード線、ここでは、心臓関連装置と共に使用されるリード線を指す。本発明の装置によ
り取り出される心臓リード線の例としては、限定するわけではないが、ペースメーカーリ
ード線、除細動器リード線、冠状静脈洞リード線、左心室ペーシングリード線が挙げられ
る。心臓ペースメーカーリード線を取り出すのにこの装置を使用するとき、心臓リード線
の遠位端は、普通は患者の脈管系内、具体的には患者の心臓の室内に（例えば心臓の心房
又は心室内に）位置している。植え込まれた細長い構造物が除細動器リード線である場合
、構造物の遠位端は、患者の心臓の中かその周りの何れかに位置している。取り出す標的
となる他の種類の植え込まれた細長い構造物の遠位端は、必ずしも心臓付近にあるとは限
らない。
【００１９】
　心臓リード線の他にも、本発明は、神経ペーシング及び刺激用リード線の様な他の装置
又はリード線の取り出しにも使用される。さらに、該発明の装置により取り出すことので
きるこの他の構造体のリストには、限定するわけではないが、植え込まれたカテーテル、
シース、カニューレ、及び類似物が含まれる。便宜上、以下の説明では、ペースメーカー
又は除細動器リード線の様な心臓リード線の取り出しについて述べる。しかしながら、こ
れにより本発明の範囲に何ら制限を課すものではなく、本装置は、少なくとも上で言及し
た他の細長い構造物の取り出しには適しているものと理解頂きたい。
【００２０】
　通常、心臓リード線は、ケーブル又はコイルを備えている内側の芯を絶縁性材料の層で
取り囲んで構成されている。先に説明したように、心臓リード線の中には、ルーメンがそ
の中を貫通して伸びているものもあれば、そうでないもの（即ち「無ルーメン」型リード
線）もある。本発明の摘出装置は、ルーメンを有するリード線であっても無ルーメン型リ
ード線であっても、植え込まれたリード線の摘出に有用である。心臓リード線の摘出に発
明の装置を使用しようとするとき、当業者には理解頂けるように、リード線を取り出そう
とする前に、最初にリード線をペースメーカー又は除細動器の様な制御装置から切断せね
ばならない。制御装置は、普通は、リード線の残りの部分よりもずっと大きな直径を有し
ているので、不合理に大きい拡張器シースしか制御装置を越えて装着することはできない
ことになる。
【００２１】
　図１は、心臓電気リード線の様な被包された細長い構造体を生体組織から分離する際に
使用されるリード線摘出装置１０の好適な実施形態の斜視図を示している。心臓リード線
を血管に植え込む場合、リード線の細長い構造の全て又は一部が、時間経過と共に、血管
壁又は周辺組織に寄りかかって増殖する繊維質の生体組織によって包み込まれてしまうこ
ともある。本発明のリード線摘出装置１０は、患者の静脈からこの包み込まれた心臓リー
ド線を取り出すのに特に有用である。図示の実施形態では、リード線摘出装置１０は、ハ
ンドル１２と、ハンドル１２から遠位方向に伸張するシース１４と、シースの遠位端に切
削先端チップ１６を備えている。図に示すように、随意的な歪解放部１５が、シースの捻
れを阻止するためにシース１４の近位端に設けられている。
【００２２】
　図２はハンドル１２の斜視図である。外側ハンドル壁２２は、ハンドルの内部機構を見
えるようにするため本図から取り除いている。ハンドル２２は、対向する壁部材２２（図
１）と２４を備えている。壁部材２２、２４は、スナップ嵌合又は他の従来の機構で接合
されている。図示の実施形態では、壁部材２４は、両壁をスナップ嵌合又は他のやり方に
よって既知の様式で一体に嵌め合わせるときに、壁部材２２の対応するレセプタクル（図
示せず）に入り込む複数の横くぎ２６を含んでいる。ハンドル１２は、図に示すように、
人間工学的に整形されたグリップ２８を有しているのが望ましい。必要なら、人間工学的
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グリップ２８は、更に、グリップ２８の手係合面に沿って間隔を空けて配置された複数の
リブ２９を含んでいてもよい。
【００２３】
　図２及び図３に示すハンドルの実施形態では、ハンドル１２は、変換機構３４を含んで
いる。分かり易くするため、変換機構３４は、図３のハンドル１２の壁部材から取り外し
ている。変換機構３４は、引き金３６の様なアクチュエータを引いたときに発生する直線
運動を軸１４の部分の回転運動に変換するラック・アンド・ギヤ構造を使用している。変
換機構３４は、図示のように複数の歯３９を有するラック３８を含んでいる。ラック３８
は、引き金３６と係合しており、操作者が引き金３６を（矢印で示すように）近位方行に
引くと、ラック３８は同じように近位方向に直進することになる。
【００２４】
　外側平歯車４０は、複数の歯４１を有しており、平歯車の歯４１がラックの歯３９と噛
み合うように、ラック３８と整列している。ラック歯２９の直線運動は、従って、平歯車
４０とそれに伴い歯４１を図示の方向に回転させる。歯車の望ましくない（反時計回り）
回転を防ぐために爪３７が設けられている。爪３７は、ラック３８と平歯車４０が動くと
ラチェット作用を生み出し、平歯車の回転を音で聞いて確認できるように作られている。
ラック３８から近位方向に伸張している安定化アーム４２は、ハンドル１２内でのラック
３８の正しい向きを維持すると共に、負荷が掛かった状態で引き金が引かれたときに、引
き金が曲がったり撓んだりすること無く確実に滑らかに動くようにするために設けられて
いる。操作者が引き金を引くことによって生じた張力が緩められたときに、引き金３６を
図２に示す位置に戻すため、ばね４４の一方の端がラック３８に取り付けられ、他方の端
がハウジング壁の釘２６（ラック３８の遠位側）に取り付けられているのが望ましい。ば
ね４４は、フック４５の様な何らかの従来の手段でハンドル１２に保持されている。
【００２５】
　平歯車４０は、平歯車４０を回転させると大傘歯車４６が対応して回転するように、大
傘歯車４６に取り付けられている。大傘歯車４６は、大傘歯車４６の平歯車４０とは反対
の側に複数の歯４７を含んでいる。小傘歯車４８が、従来の様式で大傘歯車４６と回転可
能に整列配置されており、大傘歯車の歯４７が図示のように小傘歯車の歯４９と噛み合う
ようになっている。歯４７と４９は、その様な傘歯車にとっては従来通りの様式で整列配
置されており、この事例では約９０度の角度に配置されている。その結果、回転の方向は
、前記歯車を介して９０度の角度に沿って変換される。小傘歯車４８の歯４９と反対の側
にハブ５０が取り付けられており、小傘歯車４８の回転に応じて回転する。ハブ５０は、
シース１４の近位端を、接着、摩擦、及び／又はねじ式の様な従来の手段によって固定的
に受けることができる寸法形状に作られている。
【００２６】
　シース１４は、リード線摘出装置１０に選択的に取り付けたり取り外したりすることが
できるやり方で、装置１０に取り外し可能に取り付けられているのが望ましい。図４は、
シース１４をリード線摘出装置１０に取り外し可能に取り付ける１つの好適なやり方を示
している。ハブ５０は、図４の向きでは見えない。この実施形態では、壁部材２４は、図
示の開位置へと軸回転できる軸回転可能な壁部分５１を含んでおり、シース１４には、シ
ースをハブに着座させるためのフランジ１７がシース１４の近位端に設けられている。シ
ースをハブ５０に取り付けるとき、フランジ１７は、軸回転可能部分５１の面５２に当接
してぴったりと嵌まり込む。部分５１を閉位置へと軸回転させるとき、スクリュー５３の
様な従来のラッチ機構が設けられていて、これが軸回転可能部分５１を閉位置（図５）に
維持して、シース１４をハンドル１２に保持する。当業者には理解頂けるように、シース
をハンドルに保持するやり方は他にも多数あり、ここに説明した具体的な取り外し可能な
取付機構が本発明にとって不可欠なわけではない。
【００２７】
　而して、図示のように、シース１４は、ハンドル１２に対して選択的に取り付けたり外
したりすることができる。この様に、シース１４と先端チップ１６は、リード線摘出処置
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に続いて、ハンドル１２から簡単に取り外して、次の処置に使用する別のシースと先端チ
ップに交換することができる。同様に、着脱可能な構成要素を使用することによって、シ
ース１４と先端チップ１６は、取り外した後、処置に関与する特定のリード線の取り出し
に適切な、より大きな又は小さな寸法のシースと先端チップに交換することができる。通
常、リード線摘出装置１０は、周知の様式でシース１４に被せて伸縮させることのできる
従来の自由浮動式外シース（図示せず）も含んでいる。当業者には、その様な目的のため
に伸縮式外シースを使用することを十分認知されているので、本発明の特徴を理解する上
でこの自由浮動式外シースを更に詳しく論じる必要はない。
【００２８】
　図１乃至図４に示す装置１０の手動操作中、操作者は引き金３６を図示の直線方向に引
く。既に論じたように、この動作は、引き金を引く直線運動をハブ５０の回転運動にし、
即ち変換して、シース１４を回転させる。ラック・アンド・ギアの構造は当技術では周知
である。ここで説明していない変換機構の残りの特性は従来通りであり、当業者が上記の
目的のためにこの機構を使用することを可能にする上で更に詳しく説明又は例示する必要
はない。また、当業者には理解頂けるように、上で説明した引き金を引く様な操作者によ
る動作が回転運動に変換されるように手動装置を構築するには、他にも多くの方法がある
。ここで説明し図示しているラック・アンド・ギア構造は好適ではあるが、そのような変
換を達成する唯一の方法を提示しようと意図するものではない。当業者の知識に含まれて
いる全てのその様な技法は、本発明の範囲に包含されるものと考えている。
【００２９】
　図５は本発明の別の特徴を示している。この実施形態では、図１から図４のラック・ア
ンド・ギア構造並びに引き金を無くしている。それらの機構は、駆動モーター５４の様な
動力源に置き換えられている。動力源は、電力、蓄電池電力、又は空圧力を発生させる動
力供給源の様な、ハブの回転を駆動するのに適した何らかの従来の動力源を備えている。
駆動モーター５４を選択的に作動させ作動停止させるために、ボタン５５の様な適切なア
クチュエータが設けられている。作動させると、駆動モーターは周知の様式で作動し、シ
ース１４を回転させる。図５に示す実施形態からは変換機構と引き金が取り除かれている
が、必ずしもというわけではない。そうではなく、装置１０には、（引き金３６と変換機
構３４を介する様な）手動運転と、（駆動モーター５４を介する様な）電動運転と、の両
方を設けてもよい。その場合、操作者は、特定のリード線摘出処置の間、それらの特性の
何れか又は両方を選択的に利用することができる。
【００３０】
　図１及び図４乃至図５に示すように、シース１４の遠位端には先端チップ１６が設けら
れている。シース１４は、遠位先端チップ１６がシースと一体の部分となるように作って
もよいが、先端チップ１６は、シース１４の遠位端に接合された個別の要素を備えている
のが好適である。通常、シースは、シースを血管に通してリード線を閉塞物から解放でき
るようにする可撓性組成物で形成されている。しかしながら、一般には、シースよりも高
い強度を有する組成物で形成された先端チップを提供するのが望ましく、そうすれば、更
に良好に閉塞物を切ったり或いはそうでなければ分離することができる。限定するもので
はないが、適した先端チップの例を図１８から図２７に示す。
【００３１】
　本発明の別の特徴は、リード線の様な細長い植え込まれた構造物を身体血管から取り出
すための又はそうでなければ摘出するための装置８０を備えている。装置８０を図６に示
している。図示の実施形態では、装置８０は、ハンドル８２とシースアセンブリ８４を含
んでいる。装置８０は、シースアセンブリ８４を、リード線の様な細長い構造物を血管か
ら摘出するのに使用するときに、手動で（図６の直線矢印で示す）遠位方向に前進させ、
及び／又は（図６の曲がった矢印で示す）回転方向に捻ることができる構造に作られてい
る。摘出されるリード線を受け入れるために、内側通路９４が従来の様式で摘出装置８０
の中を貫通して伸張している。
【００３２】
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　ハンドル８２内にシースアセンブリ８４を保持する１つの好適なやり方を図７及び図８
に示している。シースアセンブリの更なる詳細は拡大図９から拡大図１２に見ることがで
きる。図示の様に、シースアセンブリ８４は、近位端８５と遠位端８６を有している。図
示の実施形態では、シースアセンブリ８４は、中間シース９０内に配置されている内シー
ス８８を備えている。シースアセンブリ８４は、内シース８８と中間シース９０を収納す
る外シース９２を更に備えているのが望ましい。
【００３３】
　シースアセンブリ８４は、更に、可撓ブーツ９６の様な、内シース８８にばね作用を提
供する要素を含んでいる。図９にわかりやすく示すように、中間シース９０の近位端は、
ブーツ９６の遠位部分１０６の内側表面に接合又は取り付けられている。ブーツの遠位部
分１０６の外側表面は、ハンドル鼻片９７（図８、図１２）と固定的に係合されているの
が望ましい。而して、中間シース、遠位側ブーツ部分、及び鼻片は、装置内に固定され、
互いに対して動かないようになっている。内シース８８の近位端は、ブーツ９６の近位部
分１０７に、内シースと近位側のブーツとが装置内で互いに独立して動くことができず且
つ浮動しているように、接合又は取り付けられている。この文脈において、「浮動してい
る」とは、内シース８８とブーツの近位部分１０７が装置内で回転及び／又は軸方向に動
くことができるという意味である。具体的には、内シース８８は、固定されている中間シ
ース９０に対して回転及び／又は軸方向に動くことができ、ブーツの近位端１０７は、ハ
ンドルに対して回転可能及び／又は浮動している。
【００３４】
　ブーツ９６は、無論、リード線摘出装置がリード線摘出処置中に閉塞物に遭遇したとき
に、内シース８８とブーツの近位端１０７が比較的自由且つ容易に軸方向及び／又は回転
方向に「浮動して」運動できるようにするだけの可撓性を備えていなければならない。ブ
ーツには、更に、閉塞物が存在しないとき、又は閉塞物が首尾よく切られたときには、図
に示している元の又は中立的な位置へ復帰できるだけの十分な記憶性がなくてはならない
。ブーツは、説明したばね作用に必要な能力を有するシリコン又はポリマー系組成物から
形成されるのが望ましい。代わりに、ブーツは、内シースと外シースの両方の各近位端に
装着できる寸法に作られたステンレス鋼の引張りばねの様な、他の既知の弾性又はばね手
段を備えていてもよい。当業者であれば、ブーツの可撓特性を提供する適切な組成物及び
／又は装置を容易に選択することができるであろう。
【００３５】
　図示の好適な実施形態では、外シース９２は、装置に取り付けられてはおらず、内側及
び中間のシース８８、９０に被さって伸縮式に作動する。外シース９２は、必要に応じて
、遠位方向に切削先端チップ９８の遠位端を越えて前進させることもできる。外シース９
２の長さ及びそれが最も近位側の位置にあるときに装置に着座する点は、内シースが切削
先端チップ９８の遠位端を越えて露出する程度を制御する。
【００３６】
　切削先端チップ９８は、中間シース９０の遠位端に取り付けられている。切削先端チッ
プ９８は、図１１及び図１２に最もはっきりと示しているように、中間シース９０の遠位
端の内側表面に取り付けられているのが望ましい。或る好適な実施形態では、切削先端チ
ップ９８には複数のスロット１０１が設けられており、該先端チップは中間シース９０の
内側表面に、例えば、熱収縮外被内で熱接合させることにより接合される。熱接合処理中
に、シース９０が融解し始めると、シースの一部は切削先端チップ９８のスロット１０１
を通って流れる。熱を取り除いた後、シース９０が冷えて固まると、切削先端チップ９８
は、スロット１０１を通してシース９０に密に接合された状態になる。熱接合は医療技術
では周知の技法であり、本発明を理解する上で、この技法の更に詳しい説明は必要ない。
【００３７】
　熱接合は、切削先端チップ９８をシース９０に取り付けるための好適なやり方ではある
が、当業者には理解頂けるように、先端チップを基材に接合又は取り付ける他の既知のや
り方に代えてもよい。例えば、切削先端チップには、棘の様な取付部材を切削先端チップ
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の近位側の長さに沿って設けてもよい。更に別のやり方では、切削先端チップには、シー
スの内側表面との取り付けをやり易くするための粗面加工を施した外側表面を設けてもよ
い。当業者であれば、特定の事例にとって適切な他の取付機構を容易に決定できるであろ
う。
【００３８】
　切削先端チップ９８は、金属又は合金で形成されているのが望ましい。限定するわけで
はないが、先端チップ組成物の例としては、ステンレス鋼（望ましくはＳＡＥ３０３－３
０４）、チタン、及びニチノールが挙げられる。或る好適な実施形態では、金属切削先端
チップの長さは約９．５ｍｍ（０．３７５インチ）以下であるが、当業者には理解頂ける
ように、特定の事例では他の寸法の切削先端チップに置き換えてもよい。図９から図１２
の好適な実施形態では、切削先端チップ９８には複数の切削歯９９が設けられている。切
削歯９９は、切削先端チップ９８の本体から遠位方向に伸張しているのが望ましい。図示
の好適な実施形態では、先端チップ９８は、装置の遠位端の半径方向に互いに反対側にそ
れぞれ設けられた、２つの遠位方向に伸張する切削歯９９（図ではその内の一方しか見え
ない）を含んでいる。ここで説明している先端チップ組成物及び装置が好適ではあるが、
当業者であれば、特定の用例にとって適切な他の先端チップ組成物が容易に決定できるで
あろう。
【００３９】
　装置の使用中、内シースの近位方向への軸方向の動きは停止部材１０４で制限される。
停止部材１０４は、プラスチック製であり、モールド成形、機械加工、接合、スナップ嵌
合などによって、リード線摘出装置のハンドルに結合される。停止部材１０４は、図８に
最もはっきりと示されており、図９と図１２に概略的に示している。図示の様に、ブーツ
９６の近位端と停止部材１０４の間には僅かな間隙１０３が存在しており、装置が閉塞物
に遭遇したときに、内シース８８が近位方向に動けるようにしている。間隙１０３の長さ
は、内シースがその最も近位側の地点まで後退したときに、切削歯９９が遠位方向に内シ
ース８８の遠位端８９を越えて漸進的にしか伸張できないように、内シースの遠位側先端
チップの近位方向の動きを制限する寸法に作られている。切削歯の遠位方向伸張量は、而
して、説明した内シースの停止によるか、及び／又は外シースの長さによるかの何れかに
よって制限される。
【００４０】
　更に、間隙１０３の長さは、内シースが中立位置にあるとき（閉塞物に遭遇していない
とき）の、内シースの先端チップが遠位方向に切削先端チップを越えて伸張している距離
を表している。而して、図に示すように、内シース８８の遠位端８９は、通常は、遠位方
向に中間シース９０と外シース９２の各遠位端を越えて、且つ各切削歯８７の遠位端を越
えて、伸張している。述べたように、各シース及び停止装置は、閉塞物に遭遇していない
ときに、内シース８８の遠位端８９が中間シース９０の遠位端を越えて後退することのな
いような寸法に作られ配置されている。閉塞物との遭遇が起こると、内シースの遠位側先
端チップ８９は、中間シース９０の遠位端と面一になるまで近位方向に滑動する。
【００４１】
　シースアセンブリ８４の各シースの長さは、この様に、アセンブリが中立位置にあると
きには、外シース９２の遠位端が、望ましくは、内シース８８と中間シース９０の切削先
端チップ９８を遮蔽するように配置されている。心臓リード線の様な植え込まれた細長い
構造体を取り出すのに装置を使用するとき、装置は、最初、リード線に沿って、内シース
の遠位端即ち先導端８９が閉塞物に遭遇するまで、進む。このとき、ブーツ９６の可撓性
によって、内シース８８は、閉塞物に反応して近位方向に滑動することができる。同時に
、リード線摘出装置８０は、操作者によって手動で、装置を押す及び／又は捻ることによ
って閉塞物を貫通して前方（遠位）方向に進められる。停止部材１０４は、内シース８８
の近位方向の動きを、切削歯の遠位側先端チップが内シース８８の遠位端８９と実質的に
面一かそれよりも遠位側に漸進的に伸張するように制限する。内シース８８が近位方向に
後退する間、中間シース９０と外シース９２は、概ね固定された位置に留まる。内シース
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が近位方向に押されるとき、ブーツは中間シースと内シースの両方の各近位端と連通して
いるので、ブーツの弾性又はばね特性が、内シースの近位端にばね作用を発生させ、これ
により、内シース８８は、一旦閉塞物と遭遇すると、図に示すその伸張位置に推し戻され
る。
【００４２】
　図１３から図１７は、リード線摘出装置１１０の別の実施形態を示している。図１３に
示すように、装置１１０は、略円筒形のハウジング１１２、鼻機構１１４、鼻帽１１５、
シース１１７、拘束部スリーブ１１９、及び遠位切削先端チップ１１８を備えている。鼻
機構１１４は、スナップ接続、スクリュー接続、又は摩擦嵌めの様な何らかの従来の手段
によってその近位端がハウジング１１２に接合されており、鼻帽１１５によって図示の位
置に維持されている。鼻帽１１５は、更に、シース１１７の近位端を受け、鼻機構１１４
とシース１１７の間の移行部となっている。シース１１７の遠位端は、拘束部スリーブ１
１９の近位端を受ける。拘束部１１９は、シース１１７と遠位側先端チップ１１８の近位
端の間の移行部となっており、この箇所で、遠位切削先端チップ１１８の近位端は拘束部
スリーブ１１９に受けられている。心臓リード線の様な、摘出されることになる細長い構
造物を受け入れるための通路１３３（図１４）が、長手方向に装置１１０を貫通して伸張
している。
【００４３】
　図示の実施形態では、先端チップ１１８には、遠位方向に突出する複数のフィンガ１３
７が設けられている。必要に応じて、先端チップ１１８は、ノブ１２２が、摘出されるリ
ード線の直径を僅かに超えた直径を有する開位置から、フィンガがリード線の周りを包ん
で把持する閉位置まで動くのに伴って、フィンガ１３７の各遠位端１３７が僅かに動くこ
とができるような構造に作ってもよい。図示の構成の他に、先端チップ１１８は、以下に
説明する図１８乃至２６に示す先端チップ構造の何れを有していてもよいし、又は包み込
んでいる組織からリード線を切る又は分離するのに使用されているその他の従来の先端チ
ップ構造のどれを有していてもよい。
【００４４】
　装置１１０の更なる詳細並びにその好適な作動形態は、図１５乃至図１７で容易に見て
取れる。図１５は、図１４と同様に断面図であり、ストライカ１２１とストライカノブ１
２２が後退位置にある状態を示している。図１６は、図１５のものと同様の装置１１０の
図であるが、装置内部作動機構を図示できるように破断図で示している。図１７は、装置
１１０の分解図である。
【００４５】
　ストライカ１２１は、装置１１０を手動操作するために設けられている。ストライカ１
２１は、その近位端のストライカノブ１２２、ノブ１２２の遠位側のストライカばね１２
４の様な付勢手段、ばね１２４の遠位側の停止カラー１２６、及びストライカ先導縁１２
５を備えている。先導縁１２５は、ハウジング１１２の遠位端の開口部１３１を貫通して
伸張する寸法に作られている。先導縁１２５の遠位方向の動きは、停止カラー１２６によ
って制限されている。ストライカフランジ１２８は、ストライカ先導縁１２５と選択的に
接触するように配置されている。ストライカフランジ１２８は、図１７に最もはっきりと
示されているように、大径の近位部分１３４と、小径の遠位部分１３６を含んでいるのが
望ましい。この実施形態では、大径の近位部分１３４は、駆動歯車１２９のルーメン内に
入っている。大径部分１３４は、スプライン付きの外側表面を含んでおり、この表面が駆
動歯車のルーメンに沿って相反スプライン１３５に係合する寸法形状に作られているのが
望ましい。小径部分１３６は、フランジ保持部１２７のルーメンに入っている。フランジ
保持部１２７は、シリコンの様な概ね可撓性を有する材料で形成されており、図１４に最
もはっきりと示されているように、鼻機構１１４の内部に配置されている。図示の実施形
態では、駆動コイル１１６の様な細長い部材の近位端は、フランジ１２８の小径遠位端１
３６内に入り込んでいる。駆動コイル１１６の遠位端は、外シース１１７及び拘束部スリ
ーブ１１９を貫通して伸張し、遠位側先端チップ１１８の内部空間内に固定的に収容され
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ている。
【００４６】
　装置１１０を手動で操作する場合、図１５と図１６に示すように、ストライカノブ１２
２を先ず近位方向に引く。その結果、ストラカばね１２４と停止カラー１２６は、ストラ
イカばね１２４にばね張力が生じるやり方で近位方向に引かれる。ストライカノブ１２２
を放すと、駆動ばね１２４の張力が解放されて、ストライカ先導縁１２５が遠位方向に駆
動され、ストライカフランジ１２８の近位端を打つ。この衝撃によって、該ストライカフ
ランジとフランジ保持部は遠位方向に駆動され、今度は、駆動コイル１１６と先端チップ
１１８が遠位方向に押される。この様にして、ストライカノブを放すことにより生じた力
は、直線式に装置を通って遠位切削先端チップ１１８まで伝えられる。先端チップ部１１
８は、固定距離、例えば、約３．２ｍｍ（０．１２５インチ）だけ漸進的に前方に進む。
該装置は、先端チップの遠位方向移動量が３．２ｍｍ（０．１２５インチ）以外の距離に
なる構造に作ってもよいが、リード線を血管から切り離すときの順次的な切断にとっては
、これが好適な漸進距離である。ノブ１２２を一回引っ張って放す動作に応じて先端チッ
プ部が遠位方向に動くように構造化されているこの距離は、ストライカ１２１上の停止カ
ラー１２６の位置によって、大きく制御され制限されている。この様に、図示の実施形態
では、停止カラー１２６は、ストライカ先導縁１２５が制御された距離である３．２ｍｍ
（０．１２５インチ）しか前進できないように、ストライカ先導縁１２５の前進を制限し
ており、これによりストライカフランジ１２８も同じ距離だけ前進する。これは、図１４
から最もよく分かり、ここでは、停止カラーがそれ以上遠位方向に動くのが、ハウジング
１２の遠位端によって防止されている。当業者には理解頂けるように、特定の切断操作に
とって、３．２ｍｍ（０．１２５インチ）以外の漸進的切断が望ましい場合には、停止カ
ラー１２６をストライカ１２１に沿って軸方向の異なる位置に配置することができる。
【００４７】
　或る好適な実施形態では、装置１１０には、更に、装置の電動運転を可能にする電源装
置１３０が設けられている。電源装置１３０は、その様な使用に適した電力、蓄電池電力
、又は空圧力の様な何らかの従来の動力源を備えている。電動運転の場合、電源装置を作
動させるため、及び／又は装置１１０を手動運転と電動運転の間で選択的に切り替えるた
めに、作動スイッチ１３２が設けられている。電源装置の作動により駆動歯車１２９の回
転が起こる。駆動歯車１２９とストライカフランジ１２８のスプライン式又は類似の相互
接続により、駆動歯車の回転がストライカフランジの回転を引き起こし、次に、駆動コイ
ル１１６と先端チップ１１８の回転を引き起こす。而して、当業者には理解頂けるように
、切削先端チップ１１８、駆動コイル１１６、フランジ保持部１２７、フランジ１２８、
及び駆動歯車１２９は、それらがユニットとして軸方向及び回転方向に動くことができる
やり方で互いに回転可能に係合しており、このユニットは、ハウジング１１２、外シース
１１７、及び拘束部スリーブ１１９内で自在に動くことができる。その結果、電源装置１
３０が作動すると、この内側アセンブリは駆動歯車から先端チップまで回転する。
【００４８】
　而して、説明したように、装置１１０は、手動運転又は電動運転の何れかを選択的に使
用することができる。手動運転は、先端チップを直線式に漸進的に前進させその後引き戻
すハンマーのような動作を提供する。この動作は、必要に応じ何回でも繰り返される。電
動運転は、先端チップに回転動作を与える。遭遇するリード線の被包の性質にもよるが、
手動運転により提供される先端チップのハンマーに似た動作に、より良好に反応する閉塞
物もあれば、他方では、電動運転により提供される回転先端チップ動作に、より良好に反
応する閉塞物もある。更に他の事例では、被包は、例えば、手動運転の次に電動運転又は
それを逆にした順次運転に、より良好に反応する。その結果、装置１１０は、遭遇する多
種多様な被包状況に対する十分な汎用性を提供する。
【００４９】
　上に説明しているリード線摘出装置１１０の実施形態は、手動又は電動運転の何れか又
は両方を使用するというオプションを含んでいるが、装置は両方のオプションを含んでい
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る必要はない。而して、装置は、手動のハンマーに似た運転しか与えない又は電動運転し
か与えない構造に作ってもよい。手動運転だけが求められる場合、電源装置１３０は、駆
動歯車１２９と共に削除される。その場合、駆動歯車が無いのを補償するには、単に最小
限の構造的修正が必要となるだけである。他方、電動運転だけが求められる場合は、スト
ライカ機構１２１が削除される。
【００５０】
　本発明による、心臓リード線の様な、植え込まれた細長い構造物を取り出すための装置
は、周辺の内皮増殖部から心臓リード線を少なくとも部分的には解放するために血管内を
十分に伸張することができるだけの長さと可撓性を有していなければならない。最良の結
果を得るために、装置は、操作者によってトルクが装置の近位端から「先の尖った」遠位
端まで伝達される構造に作られることになる。このやり方では、操作者は、シースを血管
に挿入して、その後、シースを所望の部位に向けるか捻るかして、先端チップ又は他の構
造がリード線を取り囲んでいる増殖物を切るか又は分離できるようにするだけでよい。
【００５１】
　リード線摘出装置の遠位側先端チップは、当技術では既知であり、当業者であれば、こ
こで説明した摘出装置と共に使用する先端チップを容易に選択することができるであろう
。幾つかの事例では多数のその様な先端チップが効果的であるが、先行技術による先端チ
ップには、しばしば広範な種類の装置と共に使用するための汎用性が無く、要求される効
果に達しない切断及び／又は分離作用を提供することもしばしばある。従って、本発明の
別の特徴は、説明した本発明の摘出装置並びに他の摘出装置及び／又はその様な先端チッ
プが採用される切断装置と共に使用することを意図した新規な先端チップ構造を備えてい
る。
【００５２】
　図１８は、ここで説明しているリード線摘出装置の様な装置の遠位端に接合される遠位
先端チップ６０の１つの実施形態を示している。通常、ここで説明している遠位先端チッ
プは、シースの遠位端に固定され、通常の使用状態において外れないようにされている１
つの好ましい実施形態においては、先端チップ６０の小径の近位端部５７が図１乃至図５
のシース１４のようなシースの遠位端の内面に固着される。ここで説明したシースのよう
な、装置の遠位端に先端チップを遠位端に接合するための他の一般的な手段と置きかえら
れることは、当業者には容易に理解されるであろう。
【００５３】
　図１８に示す先端チップの実施形態では、先端チップ６０は、先端チップ６０の小径近
位部分５７の外周面に装着される複数の随意的なリング５６を有している。複数のリング
５６を設ける場合は、リング５６は、遠位側先端チップ部分の方向に前記リング本体の幅
が広くなってゆく順に整列させるのが望ましい。リングの幅を近位方向に行くほど狭くす
ることにより、シースと先端チップの継ぎ目でシースに掛かる応力を最小限にすることが
できる。継ぎ目では、引張、捻り、及び曲げによる応力が最大になる傾向がある。所望な
らば、リング５６には、１つ又はそれ以上の切れ目５８が設けられる。切れ目５８は、近
位側先端チップ部分がシースの遠位部分の内側に配置されたときに、先端チップの回転を
妨げる役目を果たす。
【００５４】
　上に示した好適な実施形態は、シース１４の内側表面と係合させるリング５６を備えて
いるが、当業者には理解頂けるように、特別な場合は、他の従来の取り付け機構に置き換
えてもよい。例えば、リングではなく、先端チップ６０の近位端に１つ又は複数の棘を先
端チップの近位側の長さに沿って設け、それらの棘を、シースの内側表面に取り付けるこ
とができるように作ってもよい。別のやり方では、先端チップ６０の近位端に、シースの
内側表面との接着の様な周知の手段による取り付けをやり易くするための粗面加工を施し
た外側表面を備えてもよい。その場合、切削先端チップの外側表面は、ビードブラスト及
びエッチングの様な何らかの従来的な処理によって粗面加工を施してもよい。周知のよう
に、粗面加工を施した外側表面を使用することにより、切削先端チップとシースの間に形
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成される接続を改良することができる。
【００５５】
　図１８に示す先端チップの実施形態では、先端チップ６０は、その外側表面上に螺旋体
５９の様な一連の半径方向外向きの突起を含んでいる。好ましくは、先端チップ６０は、
その大径先端チップ遠位部分６１の外側表面上に９０°間隔で４つの螺旋体５９を有して
いる。螺旋体５９の様な半径方向外向きの突起は、リード線摘出装置の導入及び回転中に
遭遇する身体組織の分離器として機能する。好ましくは、先端チップの先端（遠位端）は
、先端チップが芯を抜くのでも切るのでもなく、完全でなかったとしてもリード線近くの
閉塞物を分離してシースが先端チップを介して通れるようにするように作られる。切った
り芯を抜いたりするのではなく、閉塞物を穏やかに分離することにより、先端チップは、
リード線を切る又は血管壁を破る傾向が少なくなる。この分離タイプの先端チップは、一
般に、回転装置とともに使用するのが好ましい。この場合、先端チップは、心臓リード線
などの除去対象物の経路に沿った前方向への組織を分離し、少なくとも外側若しくは内側
への切断を実質的に避ける。
【００５６】
　この分離器は螺旋体として示したが、これは先端チップに設けることができる分離エレ
メントの１つの例示である。別の例としては、分離器は直線又は非直線の他の形状の区間
を備えており、それら区間は連続していてもいなくてもよい。同様に、分離器要素は、何
れの向きを指していてもよいし、或いは、分離器要素が点又は円の場合のように、どの向
きも指していなくてもよい。
【００５７】
　図２７は図１８の先端チップの変形例を示している。この先端チップ２００は適宜の方
法でシースの遠位端に固定することができる。所望ならば、この先端チップ２００は小径
の近位端部分２０２及び大径の遠位端部分２０４を持つようにすることができる。（切り
欠き２１２があってもなくてもよい）１以上のリング２１０を上述の実施形態のように設
けることができ、又は、その代わりに棘のような他の形態のものを設けることもできる。
【００５８】
　図２７の実施形態においては、遠位端部分２０４が内向きにテーパの付けられた遠位部
分２２０を有する。好ましくは、テーパの付けられた遠位部分２２０は丸みのつけられた
又は他の非傷性の先端縁２０７で終端するようになっている。このようにすることにより
先端縁が不注意で血管を切断したり、又はリード線を越えて該リード線に沿って動くとき
に、このリード線の絶縁を貫通してしまう可能性を少なくする。
【００５９】
　螺旋体２３０又は他の分離器エレメントが先端チップ２００の遠位端部分２０４に設け
られている。好ましくは、螺旋体２３０は遠位先端縁２０７まではの全長にわたり延びて
おらず、寧ろ、該先端縁の近くから近位方向に延びている。（遠位方向から見た）螺旋体
２３０の先端面は図示のような形状を有するが、然し、他の形状にすることもできる。
【００６０】
　図２７の実施形態においては、螺旋体２３０は遠位端部分２０４のテーパ付のセグメン
ト２２０とテーパの付いていない部分との間の接続部分若しくはその近くから近位方向に
延びている。図１８の螺旋体では連続的な螺旋体となっているが、螺旋体２３０は連続し
たものとする必要はない。図２７の実施形態においては、各螺旋体が非連続的である。こ
こで「非連続的」とは各螺旋体が１以上のスペース２３１をその長さ方向において有して
いることを意味する。この非連続的な螺旋体は周囲の組織に引っかかりやすくする。好ま
しくは、螺旋体２３０は大径の遠位端部分２０４の長さにわたって近位方向に延びている
。
【００６１】
　図１９は、シースの遠位端に取り付けることができる別の実施形態の先端チップ６４を
示している。先端チップ６４は、先端チップ６０と同じやり方で、シースの遠位端に係合
される。先端チップ６４は、近位端６５と遠位端６６を含んでおり、所望ならば、説明し
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た切れ目６８を有する複数のリング６７を含むようにすることができる。図１９の実施形
態では、分離器要素は、２つの螺旋体６９を備えているが、それより多くても少なくても
よい。各螺旋体６９は、遠位先端チップ６６の外径を縦走し先端チップの端部を横切って
、更に先端チップ６６の内径に沿って伸張している。同様に、他の種類の分離器要素が使
用される場合、それらも先端チップ６６の内径を縦走するようにすることができる。
【００６２】
　図２０は、シースの遠位端に取り付けられる別の実施形態の先端チップ７２を示してい
る。この実施形態では、分離器要素は、螺旋体７４の様な分離用形状を備えるように形成
されたワイヤを備えている。螺旋体７４を備えているワイヤは、先端チップ７２の遠位部
分の穿孔７３を通って蛇行するように配置されている。ワイヤの両端は、例えば溶接によ
り互いに接合されて、連続したドーナツ型螺旋の様な連続した形状を形成しているのが望
ましい。図２０に示すように、この構造は、ペーシングリード線を通すのに利用できる内
側寸法を最大にすると同時に、場合によっては血管に侵入する際の外側寸法を最小にする
ように圧縮される。必要に応じて、螺旋体の各部分も先端チップの本体に（例えば、はん
だ付けにより）接合される。
【００６３】
　組織を分離する間、分離器要素は、分離器要素の動きの方向とは異なる方向に組織を推
す。例えば、図１９と図２０に示す実施形態の場合、近位端から見て先端チップの時計回
りの回転は、先端チップの内側の組織を遠位方向に推し動かし、先端の組織を外側（半径
方向）に推し動かすことになる。また、図１８、図１９、及び図２０に示す実施形態の場
合、先端チップの外側の組織は近位方向に推し動かされることになる。
【００６４】
　図２１は、本発明による遠位先端チップ１４０の別の実施形態を示している。先端チッ
プ１４０は、多くの既存の先端チップよりも、更に広くより清潔な血管を通る経路を提供
することができる。先端チップ１４０は、ねじが切られた遠位端１４２と、スリーブ部分
１４４を含んでいる。小径の近位部分１４６は、一式の伸縮式のシースの内シースの様な
シースの内部表面に、図１８乃至図２０の先端チップと同じやり方で取り付けることがで
きる寸法に作られている。小径部分１４６には、リング１４７、棘、又は上で説明した他
の構造が設けられている。ねじ部１４２は、鋸歯状のスリーブ１４４を越えて漸進的にの
み伸張し、外形が低く、閉塞物と制限された螺合のみを可能にしているのが望ましい。図
示のようにねじ部をスリーブ１４４よりも遠位方向に制限された距離しか伸張させないこ
とで、先端チップがうっかり血管を切り込む可能性が低くなる。
【００６５】
　スリーブ１４４は、図に示すように鋸歯状外側表面を含んでいるのが望ましい。スリー
ブ１４４は、その外径が近位部分１４６を受け入れる（内側）シースの外径よりも僅かに
大きくなる寸法に作られているのが望ましい。これは、伸縮式の外シースが存在する場合
には、その様な外シースをより良好に受け入れることができ、伸縮式の外シースが先端チ
ップによって開かれた領域を通って容易に前進できるようにする。スリーブの前進は、ね
じ部により形成されたねじ状の経路の痕跡を消し去るので、血管内で装置を前進させ易く
なる。また、この先端チップは、取り出す際にねじ状経路を逆行する必要がないために、
装置の取り出しもやり易くなる。
【００６６】
　図２２と図２３は、リード線摘出装置と共に使用するのに適した別の実施形態の先端チ
ップ１５０、１６０を示している。これらの先端チップは、その動作が、芯を抜くのでも
切るのでもなく、閉塞物を「分離すること」を主眼としているために、一般に分離器先端
チップと呼ばれている。先端チップには、概ね非攻撃的な先導端１５４、１６４がそれぞ
れに設けられており、リード線付近の閉塞物を、シースを通過させることができる程度に
分離する（変形する又は脇へ動かす）ことができるようにしている。切ったり芯を抜いた
りするのではなく、閉塞物を穏やかに分離することにより、先端チップは、リード線を切
る又は血管壁を破る傾向が少なくなる。この様な先端チップ１５０、１６０は、回転動作
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用装置に使用されるのが好ましい。
【００６７】
　図２２の先端チップ１５０には、複数の長手方向スロット１５３が形成された概ねホー
ン形状の本体１５２が設けられている。ホーン形状の本体１５２は、遠位方向に先細にな
っており、本体１５２の終端部分は大径とされた溝付終端部分１５４を備えている。或る
好適な実施形態では、溝付終端部分においては、軸方向に伸張している伸張部と溝とが緩
やかに交互配置されている。近位部分１５６は、シースの内部表面に取り付けることがで
きるように、遠位側のホーン形状部分の直径よりも小さい直径を有している。
【００６８】
　図２３の先端チップ１６０は、分割チューリップ形状の構成を有している。先細の本体
１６１から半径方向外向きに花弁部１６２が伸張している。障害となる物質を拡張し動か
し易くするために軸方向に伸張するスロット１６６が設けられている。リード線又はリー
ド線コイルが先端チップの開口スロット部分１６６に入ることの無いようにするために、
薄壁の内側スリーブ１６７が設けられている。先端チップ１５０の溝付終端部分と同様に
、先端チップ１６０も花弁部とスリーブによって構成される非攻撃性終端部分を有してい
る。ここでもやはり、近位部分１６８は、シースの内部表面に取り付けることができる寸
法に作られている。
【００６９】
　図２４から図２６は、リード線摘出装置と共に使用するのに適した更に別の実施形態の
先端チップ１７０、１８０、１９０を示している。先端チップ１７０、１８０、１９０は
、それぞれ小径近位部分１７２、１８２、１９２と、大径遠位部分１７４、１８４、１９
４を含んでいる。先に説明したように、小径近位部分は、従来の一式の伸縮式のシースの
内シースの様なシースの内側表面内に取り付けることができる寸法に作られている。先端
チップ１７０には、複数の軸方向に伸張する結節１７６が設けられている。先端チップ１
８０には、前記遠位端の終端部分に沿って配置された複数の溝１８５が設けられている。
図示の実施形態では、溝１８５は、交互に設けられた突起１８６の間に配置されている。
先端チップ１９０の遠位端は、冠鋸に似た形状に作られており、先の尖った突起１９６と
、隣接する突起の間の溝１９５が交互に配置されている。先端チップ１８０、１９０は、
閉塞物を切り貫くか芯を抜くことを主眼としている。
【００７０】
　図１８乃至図２７に示す先端チップは、リード線取り出し中に遭遇する閉塞物を切り貫
くかそうでなければ分離するのに十分な強度と剛性を有する材料から製作される。ステン
レス鋼、ニチノール、及びチタンの様な金属及び合金は、とりわけ好適な先端チップ用材
料である。その様な先端チップは、機械加工及び金属射出成形の様な既知の技法で形成さ
れる。先端チップは２つの部品を一体に構成して作ることができる。例えば、図２３に示
す分割チューリップの場合、内側スリーブを別に作り、他の部品と半田付けなどの汎用の
手段によって結合する。
【００７１】
　当業者には理解頂けるように、金属又は合金に代えて、他の適合性を有する材料を使用
してもよい。例えば、繊維強化ポリプロピレンの様な繊維強化ポリマーを使用してもよい
。限定するわけではないが、適した繊維強化物の例としては、ガラス及びカーボンファイ
バーが挙げられる。先端チップがシースの一体の部分として形成される実施形態では、先
端チップは、ポリプロピレンのようなポリマーで形成するのが便利であり、先端チップ用
材料のポリマーに対する適合性を有するポリマーから形成されたシースの端部の上にモー
ルド成形してもよい。
【００７２】
　本発明の装置は、医療装置の他の既知の特徴を含んでいてもよいし、それらと組み合わ
せて使用してもよい。限定するわけではないが、１つの例は、リード線摘出装置を先端チ
ップ偏向機構と組み合わせた使用法である。当業者には周知であるように、先端チップ偏
向機構は、通常、機構の近位部分で制御を作動させることによって操作する。制御を作動
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させると、機構の遠位部分が所望の方式で偏向され、操作者が装置の特定の領域を優先的
に曲げたり、装置の先端チップ又は先端チップの一部の向きを変えることができるように
なる。而して、本発明の装置の１つの可能な使用法は、シース及び装置の先端チップ部分
を先端チップ偏向機構の内部に配置することである。切削先端チップのシース部分は、リ
ード線に沿って進み、先端チップ偏向機構の偏向に基づいて偏向される。この実施形態の
変型として、先端チップ偏向性能は、切削先端チップ装置に簡単に組み込むことができる
ので、別体の先端チップ偏向機構を使用する必要性が無くなる。
【００７３】
　ここで説明した各種シースは、医療技術でのその様な目的にとって周知の従来の生体適
合性を有する材料から形成される。ポリプロピレン、ポリウレタン、ポリエチレン、ナイ
ロン、ＰＴＦＥなどの様なポリマー材料は、特に適切であると考えられる。通常、その様
なシースは、内シースと伸縮式の外シースを備えており、本発明の装置は、その様なシー
スと共に使用するのに容易に適合させることができる。必要に応じて、シースは、コイル
又は編まれた材料で補強してもよい。その様な補強材は、医療技術では周知であり、通常
，金属又は合金で形成されている。上に説明したストライカフランジ及びシースアセンブ
リフランジは、チタン又はステンレス鋼の様な生体適合性金属又は合金、或いは代替とし
て高衝撃プラスチック複合材から形成されるのが望ましい。外側ハウジングは、アセター
ル化合物又はポリカーボネート材料から形成されるのが望ましい。これまでに説明した組
成物は一例であり、当業者には理解頂けるように、他の組成物に置き換えてもよく、その
様な置き換えは本発明の範囲に包含される。
【００７４】
　必要に応じて、ここで説明しているリード線摘出装置の、先端チップ部分の様な選択さ
れた部分には、Ｘ線又は蛍光透視画像のための手段を設けてもよい。その様な手段は、当
技術では周知であり、例えば、放射線不透過性の帯を組み込む、又は選択した部分に放射
線不透過性の粒子を入れる、という方法が挙げられる。更に別のやり方として、その様な
視認性を提供するために、先端チップを（全体的又は部分的に）金属又は合金で形成して
もよい。一般に、先端チップの視認性が高いと、操作者が或る特定の時点における先端チ
ップの位置を判定できるようになり、更に、操作者にリード線本体を基準にして先端チッ
プの位置と方位を追跡できる能力を提供することから、有益である。
【００７５】
　当業者には理解頂けるように、上記の詳細な説明は本発明に限定を課すものではなく説
明を目的としたものであって、本発明の精神と範囲を定義するものは、特許請求の範囲並
びに全ての等価物である旨、理解頂きたい。
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【図１７】 【図１８】
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【図２４】

【図２５】

【図２６】
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